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大強度３ＮＢＴ棟チラー冷凍機更新工事 

 

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 

大強度３ＮＢＴ棟 

 

契約日から令和7年3月14日（金）までとする。 

 

本仕様書は、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 工務技術部 施設保

全課（以下、「原子力機構」という。）が当該業務を受注者に請負わせるための仕様

について定めたものである。 

本工事は、大強度３ＮＢＴ棟に設置されている冷凍機が耐用年数15年を経過し、

塩害等の影響により経年劣化が進行しており、空調設備の安定運転及び健全性を確

保するため、冷凍機の更新を行うものである。 

 

ｱ．直接仮設工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｲ．機器設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｳ．配管設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｴ．自動制御設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｵ．既存撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｶ．産業廃棄物処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

ｷ. 建築改修工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １式 

 

ｱ．直接仮設工事 

  仮設足場・ベニヤ及びシート養生を行う。 

ｲ．機器設備工事 

  空冷ヒートポンプモジュールチラーの新設を行う。 

ｳ．配管設備工事 

  空冷ヒートポンプモジュールチラーの新設に伴う配管新設を行う。 

ｴ．自動制御設備工事 

  空冷ヒートポンプモジュールチラーの新設に伴う自動制御設備改修を行う。 

ｵ．既存撤去工事 

  空冷ヒートポンプモジュールチラーの更新に伴う既存撤去工事を行う。 

ｶ．産業廃棄物処分 

場内仮置き場への運搬及び場外搬出処分を行う。 

 ｷ．建築改修工事 

   屋上DPS点検用扉、配管カバーの改修を行う。 

 

あり（35枚） 

 

あり（電気設備工事） 

・大強度３ＮＢＴ棟チラー冷凍機更新電気設備工事 
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２． 工事仕様 

(1) 共 通 仕 様 

 

 

 

(2) 特 記 仕 様 

ｱ．一 般 共 通 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官

房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」、「公共建築改修工事標準仕

様書（最新版）」及び「公共建築設備工事標準図（最新版）」によるものとする。 

 

 

(ｱ) 支給品 

 なし。 

(ｲ) 工事用電力 

 無償とする。 

(ｳ) 工事用水 

 無償とする。 

(ｴ) 管理区域作業 

 なし。 

(ｵ) 材料置場等 

a. 下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。 

b. 下小屋、材料置場等の設置については、あらかじめ原子力機構監督員と打合

せ、承諾を得るものとする。 

(ｶ) 提出書類 

a. 工事日報（原子力科学研究所の様式）・・・・・・・・・・・ １部 

b. 竣工図書 

 工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。 

 ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、

原子力機構監督員と打合せるものとする。 

(a) 竣工図① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

i. 設計図に準じた図面等（機器仕様表を含む）を内容とする。 

ii. 製本サイズは、Ａ４版とする。 

iii. 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。 

(b) 竣工図② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

i. 内容は前記の竣工図①と同様とする。 

ii. 製本サイズは、Ａ４版とする。 

iii. 装丁は、簡易製本として表紙に工事名称等を記入する。 

(c) 竣工ＣＡＤデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

竣工図①と同じ内容を dwg(AutoCAD)形式もしくは、dxf形式でＣＤに記録

して提出する。 

c. 工事写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 

(a) 撮影箇所 

i. 工事竣工後では確認困難な箇所。 

ii. 埋設される工事で、長さ、厚さ等明確な寸法で確認を要する箇所。 

iii. 設計変更の部分。 

iv. その他主要な工程あるいは原子力機構監督員の指示する箇所。 

(b) 写真サイズ 

原則としてカラー写真（Ｅ版）とする。 

(c) 装丁 

写真は、撮影箇所を表示するとともに、表紙に工事名称等を明記したアル

バム（４つ切版）に貼付して提出する。 
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d. 施工図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

e. 施工計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

・施工体制、品質管理、安全管理等を網羅すること。 
・安全に係るホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと 
次の工程に進めないチェックポイント)を明確にすること。 

f. 実施工程表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 
・全体工程表、月間工程表及び週間工程表等、各段階に合わせた工程表を提
出すること。 

    ・週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を明確にするこ 
と。 

g. 各種試験検査記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３部 

h. 官庁申請に必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

i. その他原子力機構監督員が指示するもの ・・・・・・・・ 必要数 

(ｷ) 設計変更 

a. 設計変更が生じた場合の数量の増減に用いる工事費単価は、当初に契約した

工事費明細書に記載してある単価に基づき決定するものとする。 

b. 新たな項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとす

る。 

c. 設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増

減するものとする。 

d. 工事数量の計算は、原子力機構作成の図面ないし、原子力機構の承諾した請

負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。 

e. 数量は、全て製品（仕上がり）の数量（重量）による。 

f. 工事請負契約条項第 19条～第 22条に記載の事項については、国土交通省が

定める設計変更ガイドラインに準じて実施する。 

(ｸ) 下請業者等 

a. 指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。また、各種下請

業者についても必ず原子力機構監督員の承諾を得た者でなければならない。 

b. 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工体制台帳及び施工体

制図を原子力機構監督員に提出する。 

(ｹ) 官庁手続 

請負業者は、原子力機構が各種検査（手続き含む）を受ける場合は、申請書及

び資料（計算書等を含む）の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなけ

ればならない。 

(ｺ) 発生材の処分 

a. 発生材（撤去品等）は、鋼材及びその他に区分し、原子力機構指定場所に整

理し引き渡す。 

b. 産業廃棄物は、「再生資源関連の法律」に基づき処分するとともに、産業廃棄

物管理票を提出する。法令に基づき適正に処分を行うとともに、リサイクル

可能なものについてはリサイクルに努めること。産業廃棄物の運搬・処理・

処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、

産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し承諾を得た業者で行うこと。ま

た、マニフェスト（A 票、D 票、E 票）は、原則として契約工期内に提出す

ること。ただし、E 票については予め工事監督員の承諾を得た上で最終処分

完了後速やかに契約工期外に提出することができる。冷媒回収時の破壊証明

書等についても同様とする。 

(ｻ) その他 

a. 請負業者は、工事が竣工しても原子力機構の検査に合格し、引き渡しが完了
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するまではその工事目的物を管理しなければならない。また、その工事目的

物に他の工事を行うときは、協力するものとする。 

b. 本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものである

が、些少の部分であって一切記載していない事項といえども当然必要と認め

られるものは、原子力機構監督員と協議のうえ受注者の負担において確実に

施工するものとする。 

c. 本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように

注意するとともに、万一毀損した場合は原子力機構監督員の指示に従って同

等の材料にて速やかに復旧するものとする。 

d. 本工事に使用する材料を搬入するときは、原子力機構監督員の指示する位置

に整理し、その保管は責任をもって行うものとする。 

e. 構内で作業するときは、下記の規則を遵守しなければならない。 

(a) 原子力科学研究所消防計画 

(b) 工事・作業の安全管理基準 

(c) 原子力科学研究所安全衛生管理規則 

(d) 工務技術部防火・防災管理要領 

(e) 原子力科学研究所地震対応要領 

(f) 原子力科学研究所電気工作物保安規程･同規則 

(g) 原子力科学研究所事故対策規則 

(h) 大強度陽子加速器施設（J-PARC）放射線障害予防規定・細則 

(i) J-PARCセンター 放射線安全ガイドブック 

(j) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制

法） 

(k) その他原子力科学研究所関係諸規則 

f. 原子力機構が行う別途工事とのトラブルがないよう、原子力機構監督員との

連絡を密にとり、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。 

g. 工事に必要な諸手続（法令上及び所内規程）は請負業者の責任において行う

こと。なお、詳細については原子力機構監督員と協議をするものとする。 

h. 工事で使用する機器は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律

（以下グリーン購入法）」に定められた基準の機器を積極的に使用するものと

する。 

i. 請負業者は、安全上重要な作業等について「工事・作業の安全管理基準」に

従うこと。 

j. 本工事で火気使用にあたっては、適切な防火対策を講ずること。 

k. 本工事で使用する測定機器類は、校正されたものを使用すること。 

l. 本工事の着工前には、必ず実施工程表、施工図を提出し原子力機構監督員の

承諾を得ること。 

m. 工事の実施にあたっては、関係法令ならびに原子力機構内規その他関係諸規

定等を遵守し、特に工事の安全には十分配慮し実施すること。 

n. 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等

の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作

業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、

災害や盗難その他の事故防止に努めること。 

また、原子力機構の業務は特殊性に富んでいることを十分認識し、構内の作

業でトラブル（人身事故、火災等）を発生させた場合、たとえそれが些細な

ものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねる

ことがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。トラブル以外とし
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て、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、原子力機構の通常業

務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与えることに十分

留意し、その懸念がある場合には、作業方法について原子力機構と綿密に協

議すること。 

o. 本工事は、現場代理人を常駐させることとする。 

p. 受注者は、自ら実施する作業等の安全管理を行うこと。また、作業開始前に

は、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 

q. 安全に係るホールドポイント(作業等を停止・検査して安全確認をしないと次

の工程に進めないチェックポイント)を施工計画書等に明記すること。 

r. 本工事の工程で安全確保措置が必要なとき又は工事計画を変更するときは、

作業前に原子力機構担当者の確認を受けたのち実施すること。また、施工計

画書等に確認を受ける作業及び安全措置内容を明記すること。 

s. 作業は、土・日曜日等休日を出来るだけ避ける工程を組み、管理すること。 

t. 受注者は原子力機構が伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策

を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものと

する。 

u. 本工事は発注者が週休 2日に取り組むことを指定する週休 2日促進工事（発

注者指定方式）の適用対象案件である。 

(a) 週休2日の考え方は以下のとおりとする。 
      ⅰ.「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場休息の日の

確保を行ったと認められる状態をいう。 
      ⅱ.「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）か

ら工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始 6日間、夏季休暇3
日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する
期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は
含まない。 

      ⅲ.「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所で
の作業を含めて 1日を通して現場が閉所された状態をいう。 

      ⅳ.「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1
日を通して現場作業が無い状態をいう。 

      ⅴ.「4週8休以上」とは、対象期間内の現場休息の日数の割合（以下、「現
場休息率」という。）が、28.5％（8日/28日）以上の水準に達する状
態をいう。なお、現場休息率の算定においては、現場閉所日及び降
雨、除雪等による予定外の閉所日についても、現場休息の日数に含
めるものとする。 

     (b) 受注者は、工事着手前に、週休 2日の取得計画が確認できる現場 
休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、原子力機構監督員
の確認を得た上で、週休 2日に取り組むものとする。工事着手後に、工
程計画等の見直し等が生じた場合には、その都度、調整した「実施工程
表」等を提出するものとする。また、施設管理者の承諾を前提に週休 2
日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 

    (c) 原子力機構監督員は、受注者が作成する現場休息の日が記載され 
       た「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息の日数を確認する。 

(d) 4週 8休以上（現場休息率 28.5％（8日/28日）以上）を前提に補正係
数 1.05 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複
合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補
正して予定価格を作成しており、発注者は、現場休息の達成状況を確認
し、4週 8休に満たない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変
更する。 

(e) 本工事はモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、

原子力機構監督員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議するこ

とがある。また、受注者は工事完成日時点で原子力機構監督員の指示に
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ｲ．工事種目別特記事項 

よるアンケート調査に協力するものとする。 

 

  本工事を実施するにあたり、作業責任者等認定制度の運用に伴い、原科研が実施

する現場責任者の認定を受けた者が現場代理人になること。なお、定期講習(1時間)

を年1回受講すること。 

(ｱ) 直接仮設工事 

   枠組棚足場 4.0～5.0                    ×145㎡ 

   仮設養生 シート及びベニヤ                 ×177㎡ 

   改修養生 内部複合改修                  ×91㎡ 

   改修清掃跡片付 内部複合改修               ×236㎡ 

(ｲ) 機器設備工事 

    熱源機  R-0101 ～ R-0103                ×3組 

     空冷ヒートポンプモジュールチラー、120HP(60HP×2)、 

     3φ400V異電圧、公共建築工事標準仕様、ＪＲＡ耐重塩害仕様 

     冷却能力～360kW、冷水水量：928L/min 

     加熱能力～400kW、温水水量：700L/min 

     冷媒：R32、防振架台、アクティブフィルター、保護アミ、 

     内蔵ポンプ：464L/min 

    運転制御リモコン                     ×1組 

     高機能モジュールコントローラー、タッチパネル       

    温水ヘッダー（往）                    ×1台 

HHS-0101  鋼管製 φ200×3000L、架台1300H、耐圧 1MPa   

タッピング 125A，100A×5、50A、25A、20A、15A 

    温水１次ヘッダー（還）                  ×1台 

HHR-0101 鋼管製 φ200×3350L、架台1300H、耐圧 1MPa   

     タッピング 125A×2、100A×4、50A、40A、20A、15A 

ヘッダー保温工事                     ×1式 

(ｳ) 配管設備工事 

    冷温水管 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白 100A（屋外架空）       ×40ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  65A（屋外架空）      ×40ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  20A（屋外架空）      ×6ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白 100A（機械室）       ×256ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  50A（機械室）       ×2ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  20A（機械室）       ×30ｍ 

    ドレン管 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  80A（屋外架空）      ×8ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  65A（屋外架空）      ×5ｍ 

配管用炭素鋼鋼管(白) SGP白  40A（屋外架空）      ×19ｍ 

     弁類 

リミットスイッチ付バタフライ弁 100VB(10K)        ×10個 

バタフライ弁(ライニング弁)  125VB(10K)        ×2個 

バタフライ弁(ライニング弁)  100VB(10K)        ×2個 

バタフライ弁(ライニング弁)   65VB(10K)        ×12個 

仕切弁 50GV(10K)                   ×2個 

仕切弁 40GV(10K)                   ×1個 

仕切弁 20GV(10K)                   ×12個 
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Ｙストレーナ(ライニング弁)  65YS(10K)         ×6個 

可とう継手 65FJ(ゴム)                  ×12個 

自動エアー抜き弁 20φ                    ×6個 

温度計 バイメタル円形                 ×14個 

圧力計 水用                      ×14個 

     保温工事 冷温水管、弁類                 ×1式 

     塗装工事 ドレン管                    ×1式 

コンクリート基礎工事  

自動制御盤用 配筋D10＠200共             ×1式 

(ｴ) 自動制御設備工事 

     自動制御機器 

配管用温度センサ TY7830B20              ×5個 

      アイソレータ RYY792S                 ×2個 

      DC24V電源 S8VS-06024                  ×1個 

      トランス VTP14850                   ×1個 

     盤関係 

中央監視装置改造 ﾎﾟｲﾝﾄ追加、画面修正         ×1式 

 自動制御盤 CP-0103                  ×1式 

 自動制御盤 CP-0106                  ×1式 

 自動制御盤 CP-0201                  ×1式 

モジュールチラー制御盤                 ×1面 

自動制御盤 CP-0102                  ×1式 

自動制御盤 CP-0105                  ×1式 

     エンジニアリング                     ×1式 

調整                            ×1式 

     計装工事 

      ケーブル EM-CEE 1.25㎟×2C             ×44ｍ 

      ケーブル EM-CEE 1.25㎟×3C             ×224ｍ 

      ケーブル EM-CEE 1.25㎟×4C             ×253ｍ 

      ケーブル EM-CEE 2㎟×3C               ×60ｍ 

      ケーブル EM-CEES 1.25㎟×2C             ×60ｍ 

      ケーブル 600V EM-CE 5.5㎟×3C            ×65ｍ 

      ケーブル EM- KPEES 0.75㎟×1P             ×88ｍ 

      ケーブル EM- KPEES 0.75㎟×20P            ×375ｍ 

      電線管 E25mm                     ×46本 

      電線管 E31mm                     ×2本 

      電線管 E39mm                     ×4本 

      電線管 E51mm                     ×4本 

      電線管 E75mm                     ×21本 

      溶融亜鉛メッキ電線管 G16mm              ×7本 

      溶融亜鉛メッキ電線管 G22mm              ×7本 

      溶融亜鉛メッキ電線管 G70mm              ×6本 

      溶融亜鉛メッキ電線管 G82mm              ×1本 

      電線管付属品                      ×1式 

      丸型露出ボックス 三方出 E25             ×10個 

      プルボックス類                     ×1式 

        プリカ・コネクター類                  ×1式 
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      吊材料及び支持具                    ×1式 

      屋内用カバー                      ×10個 

      撤去工事                        ×1式 

      防火区画貫通                      ×1式 

      廃材処理                        ×1式 

(ｵ) 既存撤去工事 

    既存機器撤去                       ×1式 

    既存機器搬出                       ×1式 

    既存冷媒破壊処分                     ×1式 

     冷媒ガスを回収し、再生資源関連の法律に基づき処分するとともに、 

破壊証明書及びフロン回収行程管理票を提出する。 

    既存配管類撤去                      ×1式 

    保温取外し                        ×1式 

(ｶ) 産業廃棄物処分  

    鉄くず、有価物場内仮置き 場内小運搬           ×1式 

    産業廃棄物処分 場外搬出処分               ×1式 

    産業廃棄物運搬 場外搬出処分               ×1式 

(ｷ) 建築改修工事 

    点検扉改修工事 

        点検扉片開き片面フラッシュ W630×H600         ×1ヶ所 

     既存撤去                        ×1式 

     シーリング 変成シリコン系 20×10           ×3ｍ 

    配管カバー改修工事 

     アルミ製複合パネル t=2.0×650×650          ×1枚 

     アルミ製複合パネル t=2.0×750×260          ×1枚 

     ステンレス製パネル t=0.8×1150×1150         ×1枚 

     亜鉛鉄板化粧板 t=2.0×1250×900            ×1枚 

     副資材                         ×1式 

     撤去工事 処分共                    ×1式 

     板金取付加工 アルミ、鉄板類              ×1式 

     板金取付加工 ステンレス類               ×1式 

 

３． 試験・検査 

(1) 一 般 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ． 試験・検査はあらかじめ「試験・検査要領書」を提出し、原子力機構監督員の承

諾を得た後、実施する。 

ｲ． 試験・検査要領書は法令、規格、基準等に定められた用件を満たすとともに、設

計図書内容を確認出来るものとする。 

ｳ． 試験・検査が完了したときは、速やかに試験・検査記録を含む「試験検査報告書」

を提出する。 

ｴ． 原子力機構監督員の立会の有無にかかわらず全てのデータを整理して提出する。 

ｵ． 試験・検査の立会 

(ｱ) 別途定める項目について立会試験・検査を行うものとする。 

(ｲ) 事前に、試験・検査項目、日時及び場所などを原子力機構監督員に通知するも

のとする。 

(ｳ) 試験・検査に必要な機材及び労力は全て請負業者が負担するものとする。 
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－ 以 上 － 

(2) 試 験 ・ 検 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験・検査項目 

ｱ． 工場試験・検査 

なし 

ｲ． 現地試験・検査 

据付前及び据付完了後、「(4)試験・検査区分表」に基づいて検査を行うものと

し、試験・検査は全て請負業者の責任において実施するものとする。 

ｳ． 竣工検査 

上記検査のほか、工事請負契約に伴う工事が竣工したとき「竣工検査」を実施

するものとする。 

 

「(4)試験・検査区分表」によるものとする。 

   



(4)　試験・検査区分表
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系

統
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工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎○ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

◎：請負業者及び機構は、立会試験・検査を実施するものとする。
○：工場出荷時の試験・検査成績書による書類検査を実施するものとする。

1 チリングユニット

8

9

10

5 　塗装

6 保温

7

10

No. 試験・検査対象項目 備考

2 配管

3 弁類

4 自動制御


